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株主各位

証券コード2376
令和７年６月６日

株 主 各 位
大阪市天王寺区上本町５丁目３番15号

株 式 会 社 サ イ ネ ッ ク ス
代表取締役社長 村 田 吉 優

第60回定時株主総会招集ご通知

拝啓　平素は格別のご支援を賜り、厚くお礼申し上げます。

さて、当社第60回定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご通知申し上げます。

本株主総会の招集に際しては、株主総会参考書類等の内容である情報（電子提供措置事項）に

ついて電子提供措置をとっており、インターネット上の当社ウェブサイトに掲載しておりますの

で、以下のウェブサイトにアクセスのうえ、ご確認下さいますようお願い申し上げます。

【当社ウェブサイト】　https://www.scinex.co.jp/

（上記ウェブサイトにアクセスいただき、上部のメニューより「ＩＲ・投資家情報」「株主総会

関連資料」を順に選択いただき、ご確認下さい。）

また、電子提供措置事項は、当社ウェブサイトのほか、東京証券取引所（東証）のウェブサイ

トにも掲載しておりますので、以下よりご確認下さい。

【東京証券取引所ウェブサイト（東証上場会社情報サービス）】

https://www2.jpx.co.jp/tseHpFront/JJK010010Action.do?Show=Show

（上記の東証ウェブサイトにアクセスいただき、「銘柄名（会社名）」に「サイネックス」または

「コード」に当社証券コード「2376」（半角）を入力・検索し、「基本情報」「縦覧書類/ＰＲ情

報」を順に選択して、「縦覧書類」にある「株主総会招集通知/株主総会資料」欄よりご確認下さ

い。）

なお、当日ご出席願えない場合は、書面（郵送）によって議決権を行使することができますの

で、お手数ながら株主総会参考書類をご検討のうえ、本招集ご通知とあわせてお送りする議決権

行使書用紙に議案に対する賛否をご表示いただき、令和７年６月26日（木曜日）午後５時45分ま

でに到着するようご返送下さいますようお願い申し上げます。

敬　具
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株主各位

１．日 時 令和７年６月27日（金曜日）午前10時30分

２．場 所 三重県松阪市駅部田町101番地　当社第二本社（制作本部）会議室

（
本店所在地とは異なっておりますので、末尾の

「株主総会会場ご案内図」をご参照下さい。 ）
３．目 的 事 項

報 告 事 項 １. 第60期（令和６年４月１日から令和７年３月31日まで）

事業報告、連結計算書類および計算書類の内容報告の件

２. 会計監査人および監査等委員会の第60期連結計算書類監査結果報告の件

決 議 事 項

第１号議案 剰余金処分の件

第２号議案 定款一部変更の件

第３号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）６名選任の件

４. 招集にあたっての決定事項（議決権行使についてのご案内）

書面（郵送）により議決権を行使された場合の議決権行使書において、議案に対する賛否の表示がな

い場合は、賛成の表示があったものとしてお取り扱いいたします。

     

記

以　上

◎当日ご出席の際は、お手数ながら本招集ご通知とあわせてお送りする議決権行使書用紙を会場受付

にご提出下さいますようお願い申し上げます。

◎電子提供措置事項に修正が生じた場合は､前記インターネット上の当社ウェブサイトおよび東証ウ

ェブサイトにおいて、その旨、修正前および修正後の事項を掲載いたします。

◎本株主総会においては、書面交付請求の有無にかかわらず、一律に電子提供措置事項を記載した書

面をお送りいたします。なお、電子提供措置事項のうち、次の事項につきましては、法令および当

社定款の規定に基づき、お送りする書面には記載しておりません。また、会計監査人および監査等

委員会は次に掲げる事項を含む監査対象書類を監査しております。

①　事業報告の「業務の適正を確保するための体制についての決定内容の概要」および「業務の

適正を確保するための体制の運用状況の概要」

②　連結計算書類の「連結株主資本等変動計算書」「連結注記表」

③　計算書類の「株主資本等変動計算書」「個別注記表」

◎本総会の決議結果につきましては、決議ご通知の送付に代えて、前記当社ウェブサイトに掲載させ

ていただきます。
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当連結会計年度の事業の状況

（令和６年４月１日から
令和７年３月31日まで）
事　 業　 報　 告

１. 企業集団の現況

(1) 当連結会計年度の事業の状況

① 事業の経過および成果

当連結会計年度において当社グループは、地域社会への貢献という経営理念に基づき、地方

自治体や地域事業者のパートナーとして、広報やプロモーションを通じてサポートいたしまし

た。また、官民協働による行政情報誌『わが街事典』の発行やデジタルサイネージ『わが街Ｎ

ＡＶＩ』の設置など、地方創生プラットフォーム構想により、様々な分野で地方創生支援事業

に取り組んでまいりました。

その結果、当連結会計年度の経営成績は、ロジスティクス事業におけるＤＭソリューション

事業の取引拡大もあり、売上高は対前期比7.2％増の164億91百万円となったものの、利益面に

おきましては、人的資本への投資としてベースアップや昇給を実施したことや、Ｍ＆Ａ検討に

伴うデューデリジェンス費用等の発生、為替の影響等もあり、営業利益は対前期比5.3％減の

４億78百万円、経常利益は対前期比18.4％減の４億92百万円、親会社株主に帰属する当期純利

益は、対前期比27.2％減の２億74百万円となりました。

個別決算の業績につきましては、売上高は対前期比1.7％減の86億90百万円、営業利益は対

前期比1.8％減の４億51百万円、経常利益は対前期比16.4％減の４億74百万円、当期純利益は

対前期比18.8％減の３億４百万円となりました。

セグメント別の状況は次のとおりであります。なお、当連結会計年度より「メディア事業」

は、当社グループが提供する広告媒体は、当社グループが独自に開発した情報発信型のメディ

アが大部分を占めていることから「情報メディア事業」に、「ＩＣＴ事業」はＤＸを推進する

ことにより、地方創生支援に資する事業をおこなうことを明確にするため「ＤＸサポート事

業」に改称しております。

イ. 情報メディア事業

情報メディア事業におきまして、官民協働による行政情報誌『わが街事典』は、既存発行自

治体との改訂版の発行に取り組むとともに、新規発行自治体の開発に努め、大阪府吹田市や神

奈川県横須賀市などで改訂版を発行するとともに、群馬県みどり市などで新たに発行するな

ど、当連結会計年度において、233の市区町村と共同発行した結果、事業開始以来の共同発行

自治体数は通算1,123、同じく改訂版を含めた発行版数は通算2,805、同じく発行部数は通算約

１億3,800万部となりました。また、ジャンル別行政情報誌は、地域の子育て支援のための子

育て情報誌や空き家問題の解決に向けた空き家対策情報誌などの発行を拡大いたしました。50
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当連結会計年度の事業の状況

音別電話帳『テレパル５０』は、引き続き行政情報や特集企画を掲載した電話帳の発行を進め

ました。

地域のデジタル・トランスフォーメーションを官民協働で促進するデジタルサイネージ『わ

が街ＮＡＶＩ』は、当連結会計年度において、新たに東京都東久留米市と協働でイオンモール

東久留米に設置、また、長崎県佐世保市と協働でイオン大塔店に設置するなど大型商業施設15

箇所に設置するとともに、福岡県うきは市、埼玉県ふじみ野市の庁舎内に設置するなど、自治

体関連施設９箇所に設置した結果、当連結会計年度合計25箇所、事業開始以来通算301箇所と

なりました。

官と民が一体となって地域の魅力を発信する準公式シティプロモーション特設サイト『わが

街ポータル』は、当連結会計年度において、新たに埼玉県下の新座市や越谷市、ふじみ野市と

構築に関する協定を締結し、令和４年の事業開始以来、協定締結自治体数は通算19、公開自治

体数は通算15となりました。

以上の結果、情報メディア事業の外部顧客への売上高は対前期比0.4％減の71億83百万円、

セグメント利益は原価削減効果もあり、対前期比7.2％増の13億72百万円となりました。

ロ. ＤＸサポート事業

ＤＸサポート事業におきまして、自治体向けサービスや地域のプロモーション支援、ｅコマ

ース事業の拡大に取り組みました。

自治体向けとして、住民から自治体への質問に対しＡＩが自動応答するＡＩを活用した総合

案内サービス「ＡＩチャットボット」の導入を進めており、事業開始以来の契約機関数は通算

121となりました。

ｅコマース事業では、『わが街とくさんネット』や『食彩ネット』は、販路の多様化により

受注拡大に取り組みました。ふるさと納税支援事業は、契約先自治体に対し、当社ならではの

提案でオリジナルな返礼品の選定、開拓、企画等に取り組み、ふるさと納税寄付額の向上に寄

与いたしました。旅行業における新たな取り組みとして、冬季の北海道ニセコ地区と新千歳空

港を結ぶ、主にインバウンドを対象とした観光客送迎用ｅチケット予約システム事業を開始い

たしました。

民間企業向けサービスでは、リスティング広告などのウェブ媒体への広告販売に取り組むと

ともに、株式会社ベックによるシステム開発支援、株式会社ナインによるデジタルコンテンツ

の企画・開発・制作を展開するとともに、本年１月に子会社化した株式会社リーディによるＳ

ＥＳ（システムエンジニアリングサービス）事業も開始いたしました。

以上の結果、ＤＸサポート事業の業績は、外部顧客への売上高は対前期比1.7％増の20億28

百万円となり、利益面におきましては、ふるさと納税指定制度改正による募集費用総額５割以

下等の募集規制基準や手数料の見直しによる影響もあり、セグメント損失は21百万円（前連結

会計年度は90百万円のセグメント利益）となりました。
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当連結会計年度の事業の状況

ハ. ロジスティクス事業

ロジスティクス事業におきまして、ＤＭソリューション事業は、新規の代理店獲得や既存顧

客の取引拡大に努め、ポスティング事業も既存顧客との紐帯強化に努めた結果、外部顧客への

売上高は対前期比19.2％増の61億76百万円、セグメント利益は対前期比41.6％増の74百万円と

なりました。

ニ. ヘルスケア事業

ヘルスケア事業におきまして、歯科医師向けの歯科医療機械器具・歯科材料の販売に努め、

また新規案件の受託もあり、外部顧客への売上高は対前期比9.6％増の10億９百万円、セグメ

ント利益は、対前期比28.5％増の25百万円となりました。

ホ. 投資事業

投資事業におきまして、当社の不動産賃貸収入による外部顧客への売上高は、旧本社ビルの

賃貸事業開始もあり、対前期比17.8％増の93百万円、セグメント利益は減価償却費等諸経費の

増加もあり、対前期比3.3％減の50百万円となりました。

② 設備投資の状況

当連結会計年度における設備投資の状況は、福利厚生他の目的のため大阪市内の不動産69百

万円を取得しました。

　そのほか、設備の更新などを含めた当連結会計年度の設備投資総額は１億45百万円となりま

した。

③ 資金調達の状況

当連結会計年度中に、金融機関からの借入、その他の募集株式の発行、社債発行等による資

金調達はおこなっておりません。
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直前３事業年度の財産および損益の状況、重要な子会社の状況

区 分
第57期

令和４年３月期
第58期

令和５年３月期
第59期

令和６年３月期

第60期
令和７年３月期
(当連結会計年度)

売 上 高 (百万円) 14,171 14,293 15,390 16,491

経 常 利 益 (百万円) 491 549 603 492

親会社株主に帰属
す る 当 期 純 利 益

(百万円) 278 312 377 274

１ 株 当 た り 当 期 純 利 益 49円99銭 55円79銭 67円33銭 49円02銭

総 資 産 (百万円) 14,517 14,426 14,942 14,810

純 資 産 (百万円) 7,268 7,508 7,859 8,044

(2) 直前３事業年度の財産および損益の状況

（注）１株当たり当期純利益は、期中平均発行済株式総数（自己株式数を控除）に基づき算出しております。

会 社 名 資 本 金 当社の議決権比率 主 要 な 事 業 内 容

株式会社サイネックス・
ネットワーク

50,000千円 100.0％
当社発行物の配布事業
インターネットを利用した旅行商
品等の販売事業

株式会社エルネット 10,000千円 100.0％ ＤＭソリューション事業

株式会社ベック 30,000千円 100.0％
金融機関向け・通信キャリア向け
のサーバーの開発・保守事業

株式会社マルヤマ歯科商店 3,000千円 100.0％
歯科医療機械器具・歯科材料卸、
歯科医新規開業支援等事業

株式会社ナイン 10,000千円 100.0％
デジタルコンテンツの企画・開
発・制作

株式会社リーディ 10,000千円 100.0％
企業向けＳＥＳによる技術力・労
働力の提供

(3) 重要な子会社の状況

（注）令和７年１月６日付で、当社は株式会社リーディの全株式を取得し、連結子会社としました。
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対処すべき課題

(4) 対処すべき課題

当社グループは、少子高齢化や人口減少などによる地方経済の衰退、地方財政の逼迫に対応す

べく、行政と民間企業による提携、すなわち官民協働の理念に則り民間活力を導入し、地域行政

情報誌『わが街事典』など、公共の領域において新たな事業の創造により、官民協働で地方創生

支援に取り組んでおります。

官民協働による取り組みは、互いの持つ知恵や能力、経験の異分子結合により、新しい付加価

値を創造する地域イノベーションが生まれ、人口急減、超高齢化に対し、地域が自律的で持続的

な社会を創生し、よって地方創生が実現すると考えられます。

当社グループは、サステナブルな地域社会を実現するとともに、ＡＩや生成ＡＩ、ビッグデー

タやロボティクスなど、あらゆる分野で生じているデジタル・トランスフォーメーション（Ｄ

Ｘ）に対応するため、官民協働事業およびＤＸを推進する地方創生プラットフォーム構想によ

り、地方自治体や地域事業者のプロモーションやＤＸを支援する多種多様なサービスを提供し、

地方創生の一翼を担う「社会貢献型企業」を目指してまいります。よって地方の経済活性化、財

政健全化を実現し、日本再生に寄与してまいる所存であります。

あわせて、利益を確保する体制を構築するため、人的資本への投資をおこない、ＡＩ研修の導

入など、ひとりひとりの社員の能力や生産性を高めるとともに、一層の原価低減、経費削減に取

り組んでまいります。また、コンプライアンスの徹底を経営上の最重要課題と位置付け、ガバナ

ンス体制のより一層の充実をはかってまいります。

さらに、当社グループの事業とシナジー効果が期待される企業とのアライアンスやＭ＆Ａを検

討、実施し、事業領域の拡大をはかり、当社グループの企業価値向上に努めてまいります。

セグメント別の対処すべき課題は次のとおりであります。

① 情報メディア事業

情報メディア事業におきまして、行政情報誌『わが街事典』は、平成19年（2007年）大阪府

和泉市にて第１号を発刊し、以来18年で1,100自治体を超える勢いで推移しております。地方

創生に貢献すべく、官民協働の理念に則り、行政と地域事業者と市民をつなぐ新たな媒体とし

て築き上げてまいりました。

この官民協働事業は、地方創生を推進する取り組みとして地域社会から期待されており、今

後事業の理念の定着をはかるべく、既存発行自治体との改訂版の発行、新規発行自治体の開発

に尽力してまいります。さらに超スマート社会に対応すべく、ＤＸを活用した行政情報誌とし

て、高度化をはかり、常に時代に即したメディアへと進化してまいります。また、地域の子育

て支援のための子育て情報誌や、空き家問題の解決に向けた空き家対策情報誌など、自治体の

ニーズに即したジャンル別行政情報誌の発行にも取り組んでまいります。

当社創業以来約70有余年に亘って地域社会に根付いている50音別電話帳『テレパル５０』に
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対処すべき課題

つきましては、引き続き行政情報の拡充、特集企画の掲載などコンテンツを強化し、コミュニ

ティツールとしての機能をさらに向上するとともに、Googleビジネスプロフィール『わが街

Mapping』とのメディアミックスなど、プロモーション支援に取り組んでまいります。

全国の自治体庁舎やイオンモール、ゆめタウン等の大型商業施設などに設置するデジタルサ

イネージ『わが街ＮＡＶＩ』は、ＤＸによる自治体のシティプロモーション支援と地域事業者

のプロモーション支援に向けて、拡大強化してまいります。

シティプロモーション特設サイト『わが街ポータル』は、行政情報に加え、イベント情報、

お得情報、求人情報、地域のＳＮＳ情報など、日常生活で利用される利便性の高いリアルな情

報を発信する自治体公認準オフィシャルサイトであり、自治体に対し開設を提案してまいりま

す。

あわせて、広告集稿ＤＸにより営業効率を高め、生産性向上に努めてまいります。

② ＤＸサポート事業

ＤＸサポート事業は、自治体および地域事業者のＤＸを支援する取り組みを推進してまいり

ます。

自治体向けサービスとして、ＡＩチャットボットによる住民サービスの向上などにより、行

政サービスの拡充、自治体の業務効率化を支援してまいります。また、他社とのアライアンス

を含め、新たな自治体ＤＸサービスを開発し、提案してまいります。

地域事業者向けにはリスティング広告の販売やＷＥＢ制作などのＤＸソリューションの提供

に努め、事業者のＤＸ支援を強化し、地域経済の活性化や効率化を促進してまいります。

ｅコマース系サービスにつきましては、『わが街とくさんネット』や『食彩ネット』等の物

品販売サイトの運営をおこなっており、特に『わが街とくさんネット』は、地域の特産品生産

者が特別なノウハウを持たずとも、ｅコマース市場で販売できるよう、事業者支援をおこない

新しい販売チャネルでの販路拡大を支援し、地域経済の活性化に貢献してまいります。また、

ふるさと納税支援事業は『わが街ふるさと納税』によるふるさと納税の利用促進や、自治体へ

のコンサルティング拡充により強化をはかってまいります。一方、コロナ禍において縮小した

旅行事業を再開し、冬季においてインバウンドで賑わう北海道ニセコエリアと新千歳空港間を

結ぶ観光客送迎用ｅチケット予約システム事業に取り組み、観光客の利便性の確保と地域住民

の移動手段にも影響するオーバーツーリズムの解消に貢献するとともに、シーズンを通じたパ

ッケージ商品の開発にも取り組んでまいります。

株式会社ベックにおけるシステム開発支援、株式会社ナインによるデジタルコンテンツの企

画・制作に加え、本年１月に子会社化した株式会社リーディも、ＷＥＢサービスやシステム開

発、ＳＥＳ（システムエンジニアリングサービス）により地域社会のＤＸ支援に貢献し、顧客

および受注の拡大に取り組んでまいります。
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対処すべき課題

③ ロジスティクス事業

ロジスティクス事業におきましては、利便性の高いサービスを安価で提供することにより、

事業者のコスト削減に貢献し、ひいては地域社会の活性化に貢献してまいります。

ＤＭソリューション事業は、既存の顧客の取引拡大、新規販路の獲得により、取り扱い数の

拡大をはかるとともに、当社グループの営業ネットワークの活用により、地方自治体や地域団

体など新規顧客を開拓してまいります。また、小型小荷物等配送サービスの取り扱いなど、事

業領域の拡大もはかってまいります。

ポスティング事業につきましては、大手クライアントの開拓など、ポスティング領域の拡大

をはかってまいります。

④ ヘルスケア事業

ヘルスケア事業におきましては、歯科医師、歯科技工士、歯科衛生士への、歯科医療機械器

具・歯科材料の販売の拡大や、歯科医新規開業プランニングやアフターサービス、メンテナン

スに積極的に取り組んでまいります。

⑤ 投資事業

投資事業につきましては、所有不動産の賃料収入に加え、金融商品の運用により収益向上を

はかってまいります。さらに、地域の中小事業者の事業承継を支援する取り組みも研究してま

いります。

当社グループは、地域社会への貢献という経営理念の実現のため、官民協働の理念やＤＸを促

進する地方創生プラットフォーム構想により、地方自治体や地域の事業者に多種多様なサービス

を提供し、地方創生をトータルプロデュースする「社会貢献型企業」を目指してまいります。

株主のみなさまにおかれましては、今後とも一層のご理解、ご支援を賜りますようお願い申し

上げます。
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主要な事業内容、主要な営業所および工場

(5) 主要な事業内容（令和７年３月31日現在）

当社グループは、「情報メディア事業」、「ＤＸサポート事業」、「ロジスティクス事業」、

「ヘルスケア事業」および「投資事業」をおこなっております。各事業の内容は次のとおりであ

ります。

① 情報メディア事業

パブリック・プライベート・パートナーシップの理念に則り、地方自治体との官民協働事業

として、行政情報の提供を目的とした行政情報誌『わが街事典』をはじめとして、子育てガイ

ドや健康情報誌等の行政情報誌を発行しております。

また､地域単位で50音別電話帳『テレパル５０』を広告媒体として企画・発行しております｡

地域のデジタル・トランスフォーメーションを促進する媒体として、自治体庁舎や自治体関

連施設、大型商業施設にデジタルサイネージ『わが街ＮＡＶＩ』を設置し、地方自治体や地域

事業者の広報支援をおこなっております。

さらに、官と民が一体となって地域の魅力を発信する準公式シティプロモーション特設サイ

ト『わが街ポータル』を運営し、地方自治体や地域事業者の情報を発信しております。

民間企業向けサービスとして、店舗や事務所をインターネット上のGoogleマップに表示する

Googleビジネスプロフィール『わが街Mapping』の販売をおこなっております。

② ＤＸサポート事業

自治体向けソリューションの領域では「ＡＩを活用した総合案内サービス」としてＡＩチャ

ットボットのサービスなどを提供しております。

また、ｅコマース事業として、『わが街とくさんネット』において地域特産品の販売、『食

彩ネット』において業務用食材等の販売のほか、ふるさと納税制度の活用支援事業をおこなっ

ております。

民間企業向けサービスとして、地域情報や観光情報を発信する地域情報ポータルサイト『Ｃ

ｉｔｙＤＯ！』の運営をおこない、インターネット上の広告媒体を提供するとともに、リステ

ィング広告などのウェブ媒体への広告販売に取り組んでおります。

連結子会社株式会社ベックにおきましては、金融機関向け・通信キャリア向けのサーバーの

開発・保守事業を、連結子会社株式会社ナインにおきましては、デジタルコンテンツの企画・

開発・制作を、連結子会社株式会社リーディにおきましては、企業向けに技術力や労働力を提

供するＳＥＳ（System Engineering Service（システムエンジニアリングサービス））をおこ

なっております。
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主要な事業内容、主要な営業所および工場

③ ロジスティクス事業

連結子会社株式会社サイネックス・ネットワークにおきましては、当社製品『わが街事典』

や『テレパル５０』等情報誌の配布のほか、外部受託によるチラシ等のポスティングをおこな

っております。また、連結子会社株式会社エルネットにおいて、ＤＭソリューション事業をお

こなっております。

④ ヘルスケア事業

連結子会社株式会社マルヤマ歯科商店において、歯科医療機械器具・歯科材料卸、歯科医新

規開業支援等の事業をおこなっております。

⑤ 投資事業

安定的な収益機会の確保を目的として、不動産賃貸事業を営んでおります。

名 称 所 在 地

当 社

本 店 大 阪 市 天 王 寺 区

第 二 本 社 （ 制 作 本 部 ） 三 重 県 松 阪 市

東 京 本 部 東 京 都 千 代 田 区

北 日 本 営 業 部 仙 台 市 太 白 区

関 東 ・ 信 越 営 業 部 栃 木 県 宇 都 宮 市

首 都 圏 営 業 部 さ い た ま 市 大 宮 区

中 部 ・ 北 陸 営 業 部 三 重 県 四 日 市 市

関 西 営 業 部 大 阪 市 天 王 寺 区

中 国 営 業 部 広 島 市 西 区

九 州 営 業 部 福 岡 市 博 多 区

株 式 会 社 サ イ ネ ッ ク ス ・
ネ ッ ト ワ ー ク （ 子 会 社 ）

本 店 大 阪 市 天 王 寺 区

株 式 会 社 エ ル ネ ッ ト （ 子 会 社 ） 本 店 大 阪 市 西 区

株 式 会 社 ベ ッ ク （ 子 会 社 ） 本 店 大 阪 市 中 央 区

株式会社マルヤマ歯科商店（子会社） 本 店 兵 庫 県 三 木 市

株 式 会 社 ナ イ ン （ 子 会 社 ） 本 店 東 京 都 品 川 区

株 式 会 社 リ ー デ ィ （ 子 会 社 ） 本 店 大 阪 市 中 央 区

(6) 主要な営業所および工場（令和７年３月31日現在）
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使用人の状況

事 業 区 分 使 用 人 数 前連結会計年度末比増減

情 報 メ デ ィ ア 事 業 572（ 13）名 △6（＋3）名

Ｄ Ｘ サ ポ ー ト 事 業 126（ 10） ＋39（＋1）

ロ ジ ス テ ィ ク ス 事 業 14（  0） ＋1（  0）

ヘ ル ス ケ ア 事 業 9（  0） ＋1（  0）

投 資 事 業 1（  0） 0（  0）

全 社 （ 共 通 ） 45（  2） △4（＋2）

合 計 767（ 25） ＋31（＋6）

使 用 人 数 前事業年度末比増減 平 均 年 齢 平 均 勤 続 年 数

670（25）名 △10（＋6）名 41歳８ヶ月 12年10ヶ月

(7) 使用人の状況（令和７年３月31日現在）

① 企業集団の使用人の状況

（注）１. 使用人数は就業人員であり、常用パートを含んでおります。

２. 使用人数の括弧内は、臨時使用人数（パートタイマー、派遣社員を含み、常用パートは除いておりま

す。）の当連結会計年度中の平均雇用人数であります。

３. 全社（共通）として記載されている使用人数は、特定の事業に区分できない管理部門に所属している

ものであります。

② 当社の使用人の状況

（注）１. 使用人数は就業人員であり、常用パートを含んでおります。

２. 使用人数の括弧内は、臨時使用人数（パートタイマー、派遣社員を含み、常用パートは除いておりま

す。）の当事業年度中の平均雇用人数であります。
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主要な借入先の状況

借 入 先 借 入 額

株 式 会 社 三 井 住 友 銀 行 1,675,473千円

株 式 会 社 み ず ほ 銀 行 403,508

株 式 会 社 三 十 三 銀 行 401,315

株 式 会 社 三 菱 Ｕ Ｆ Ｊ 銀 行 184,528

株 式 会 社 池 田 泉 州 銀 行 80,290

株 式 会 社 京 都 銀 行 59,300

株 式 会 社 南 都 銀 行 59,300

株 式 会 社 り そ な 銀 行 57,772

桑 名 三 重 信 用 金 庫 50,000

借 入 先 借 入 額

株 式 会 社 日 本 政 策 金 融 公 庫 31,080千円

(8) 主要な借入先の状況（令和７年３月31日現在）

①　当社の借入先の状況

②　株式会社ナインの借入先の状況
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株式の状況

① 発行可能株式総数 22,000,000株

② 発行済株式の総数 6,470,660株

③ 株主数 3,664名

株 主 名 持 株 数 持 株 比 率

株 式 会 社 富 士 教 育 創 研 1,080千株 19.3％

村 田 吉 優 485 8.7

サ イ ネ ッ ク ス 従 業 員 持 株 会 484 8.6

光 通 信 株 式 会 社 421 7.5

株 式 会 社 三 井 住 友 銀 行 150 2.7

一 般 財 団 法 人 教 育 振 興 財 団 150 2.7

サ イ ネ ッ ク ス 共 栄 会 145 2.6

村 田 将 規 144 2.6

村 田 崇 暢 143 2.5

株 式 会 社 富 士 総 研 130 2.3

２. 会社の現況

(1) 株式の状況（令和７年３月31日現在）

④ 大株主（上位10名）

（注）１. 当社は、自己株式を862,677株保有しておりますが、上記大株主からは除外しております。

２. 持株比率は自己株式を控除して計算しております。
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会社役員の状況

地 位 氏 名 担 当 お よ び 重 要 な 兼 職 の 状 況

代 表 取 締 役 社 長 村 田 吉 優

株式会社サイネックス・ネットワーク代表取締役会長兼社長
株式会社エルネット代表取締役会長
株式会社ベック代表取締役会長
株式会社マルヤマ歯科商店代表取締役会長
株式会社ナイン取締役会長
株式会社富士総研代表取締役
株式会社富士教育創研代表取締役

取 締 役 雲 林 院 　 英 　 幸
常務執行役員営業統括本部長
兼西日本営業本部長

取 締 役 稲 澤 和 宜
常務執行役員
営業統括本部東日本営業本部長

取 締 役 吹 ノ 戸 　 　 　 忠
常務執行役員企画開発本部長
兼新領域開発室長

取 締 役 久 保 博 信 執行役員営業統括本部ＩＣＴ事業推進本部長

取 締 役  田 俊 夫 ベイビュー・アセット・マネジメント株式会社取締役会長

取締役（監査等委員・常勤） 片 岡 和 行 公益財団法人泉州会館代表理事

取 締 役 （ 監 査 等 委 員 ） 中 川 美 佐 関西中央法律事務所弁護士

取 締 役 （ 監 査 等 委 員 ） 稲 継 裕 昭 早稲田大学政治経済学術院教授

取 締 役 （ 監 査 等 委 員 ） 梅 村 時 博

(2) 会社役員の状況

① 取締役の状況（令和７年３月31日現在）

（注）１. 取締役田俊夫氏ならびに取締役（監査等委員）片岡和行氏、中川美佐氏、稲継裕昭氏および梅村時

博氏は、社外取締役であります。

２. 取締役（監査等委員）片岡和行氏は、常勤の監査等委員であります。常勤の監査等委員を選定してい

る理由は、主要な会議への出席、重要な決裁書類等の閲覧、業務執行部門からの定期的な業務報告の

聴取により情報収集の充実をはかるとともに、内部監査室との連携を密にし、監査等委員会による監

査の実効性、監督機能の強化を高めるためであります。

３. 当社は、取締役田俊夫氏ならびに取締役（監査等委員）片岡和行氏、中川美佐氏、稲継裕昭氏およ

び梅村時博氏を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出て

おります。

４. 当事業年度中の取締役および取締役（監査等委員）の異動は次のとおりであります。

（1）令和６年６月27日開催の第59回定時株主総会において、新たに久保博信氏および田俊夫氏の両氏
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地 位 氏 名 役 職 お よ び 担 当

常 務 執 行 役 員 小 阪 修 一 制作本部長兼工場総務部長

執 行 役 員 村 田 昭 弘 経営管理本部副本部長

執 行 役 員 谷 　 敏 治 制作本部副本部長兼製造部長

執 行 役 員 角 一 成 常
企画開発本部長代理
兼官民協働事業推進部長

執 行 役 員 上 村 高 城 経営管理本部長兼総務部長

執 行 役 員 村 田 将 規
企画開発本部副本部長
兼株式会社リーディ代表取締役社長

氏 名 新 役 職 旧 役 職

村 田 将 規
執行役員企画開発本部副本部長
兼株式会社リーディ代表取締役社長

執行役員企画開発本部副本部長

氏 名 新 役 職 旧 役 職

久 保 博 信
取締役執行役員
営業統括本部ＩＣＴ事業推進本部長
兼ＤＸ推進営業部長

取締役執行役員
営業統括本部ＩＣＴ事業推進本部長

小 阪 修 一
常務執行役員
制作本部長兼生産企画部長

常務執行役員
制作本部長兼工場総務部長

谷 　 敏 治
執行役員制作本部製造部長
兼ふるさと納税担当

執行役員制作本部副本部長
兼製造部長

村 田 昭 弘 経営推進役経営管理本部担当 執行役員経営管理本部副本部長

は取締役に選任され就任いたしました。

（2）令和６年６月27日開催の第59回定時株主総会終結の時をもって取締役片岡和行氏は任期満了により

退任し、同総会において取締役（監査等委員）に新たに選任され就任いたしました。

（3）令和６年６月27日開催の第59回定時株主総会終結の時をもって取締役浅田秀樹氏、小阪修一氏およ

び取締役（監査等委員）渡邉幸一氏は任期満了により退任いたしました。

５. 当事業年度中の重要な兼職の異動は次のとおりであります。

・代表取締役社長村田吉優氏は、株式会社マルヤマ歯科商店において令和６年６月27日付にて会長に就

任、株式会社ナインにおいて令和７年１月30日付にて代表取締役を辞任いたしました。

６. 取締役を兼務していない執行役員は次のとおりであります。

７. 令和７年１月６日付にて、執行役員の役職を、次のとおり変更いたしました。

８. 令和７年４月１日付にて、取締役および執行役員の役職を、次のとおり変更いたしました。
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② 責任限定契約の内容の概要

当社は、社外取締役田俊夫氏および各監査等委員である取締役との間で、会社法第427条

第１項および定款の規定に基づき、同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結

しております。

　当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、会社法第425条第１項各号に定める金額の合計

額であります。

なお、当該責任限定が認められるのは、当該取締役が責任の原因となった職務の遂行につい

て善意でかつ重大な過失がないときに限られます。

③ 補償契約の内容の概要等

当社は、代表取締役社長村田吉優氏、取締役雲林院英幸氏、稲澤和宜氏、吹ノ戸忠氏、久保

博信氏、田俊夫氏および取締役（監査等委員）片岡和行氏、中川美佐氏、稲継裕昭氏、梅村

時博氏との間で、会社法第430条の２第１項に規定する補償契約を締結しており、同項第１号

の費用および同項第２号の損失を法令の定める範囲内において当社が補償することとしており

ます。ただし、当該補償契約によって会社役員の職務の執行の適正性が損なわれないようにす

るため、会社が役員に対して責任を追及する場合には補償の対象としないこととしておりま

す。

④ 役員等賠償責任保険契約の内容の概要等

当社は、会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で

締結しております。当該保険契約の被保険者の範囲は当社および「１．企業集団の現況（3）

重要な子会社の状況」に記載の当社の子会社の取締役、監査役および執行役員であり、保険料

は全額当社が負担しております。

当該保険契約の内容の概要は、被保険者が、その職務の執行に関し責任を負うことまたは当

該責任の追及にかかる請求を受けることによって生ずることのある損害を当該保険契約により

保険会社が塡補するものであり、一年毎に契約更新しております。次回更新時には同内容での

更新を予定しております。

⑤ 取締役の報酬等

イ. 役員報酬等の内容の決定に関する方針等

当社は令和３年２月５日開催の取締役会において、取締役（監査等委員である取締役を除

く。）の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針を決議しております。

また、取締役会は、当事業年度にかかる取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の
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区　　分 員　　数 報酬等の額

取締役（監査等委員を除く） ９名 84,301千円

取 締 役 （ 監 査 等 委 員 ） ５ 5,880

合 　 　 　 計

（ う ち 社 外 役 員 ）

14

（５）

90,181

（7,960）

決定方法および決定された報酬等の内容が取締役会で決議された決定方針と整合していること

を確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。

取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針の内容は次のとおりです。

取締役（監査等委員である取締役を除く。）の

個人別の報酬等の内容についての決定方針

取締役の報酬は、その職務の対価として月例固定の金銭報酬で還元することとする。

取締役の報酬は、株主総会が決定する報酬総額の限度内において、取締役会の委任を受けた

代表取締役社長が、取締役会が決定する役員報酬規程の定める裁量の範囲および権限の内容に

て、経営内容および従業員給与とのバランス等を考慮して決定する。

役職ごとの報酬は、当該役職の役割・責務を勘案して定められた役員報酬規程の算定目安に

基づき算出する。

監査等委員会は、取締役の報酬等について、報酬の決定が公正かつ適切な手続を経ているか

等について検討し、意見を決定する。

ロ. 当事業年度に係る報酬等の総額等

（注）１. 使用人兼務取締役はおりません。

２. 取締役（監査等委員を除く）の報酬限度額は、平成28年６月29日開催の第51回定時株主総会に

おいて年額150百万円以内（ただし、使用人分給与は含まない。）と決議いただいておりま

す。当該株主総会終結時点の取締役（監査等委員を除く）の員数は、７名（うち、社外取締役

は０名）です。

３. 取締役（監査等委員）の報酬限度額は、平成28年６月29日開催の第51回定時株主総会において

年額30百万円以内と決議いただいております。当該株主総会終結時点の取締役（監査等委員）

の員数は、３名（うち、社外取締役は３名）です。

４. 上記の報酬等の額には、当事業年度に係る役員退職慰労金に対する引当金繰入額（取締役（監
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査等委員を除く）７名（うち社外取締役０名）に対し9,991千円、取締役（監査等委員）２名

（うち社外取締役１名）に対し180千円）が含まれております。

５. 取締役会は、代表取締役社長村田吉優氏に対し各取締役の報酬の額の決定を委任しておりま

す。委任した理由は、当社全体の経営内容および従業員給与とのバランス等を考慮して決定す

るのは、代表取締役社長が適していると判断したためであります。なお、委任された内容の決

定にあたっては、監査等委員会が、取締役の報酬等について、報酬の決定が公正かつ適切な手

続を経ているか等について検討し、意見を決定しております。

ハ. 当事業年度において支払った役員退職慰労金

令和６年６月27日開催の第59回定時株主総会決議に基づく役員退職慰労金支給額は次のとお

りであります。

取締役（監査等委員を除く）  ２名（うち社外取締役０名） 13,099千円

監査等委員である取締役      １名（うち社外取締役０名）    260千円

（上記金額には、過年度の事業報告において役員の報酬等の総額に含めた役員退職慰労

引当金の繰入額、取締役（監査等委員を除く）分12,879千円、監査等委員である取締

役分240千円が含まれております。）

⑥ 社外役員に関する事項

イ. 他の法人等の重要な兼職の状況および当社と当該他の法人等との関係

・取締役田俊夫氏は、ベイビュー・アセット・マネジメント株式会社の取締役会長でありま

す。同社と当社との間には、重要な取引その他の関係はありません。

・取締役（監査等委員）片岡和行氏は、公益財団法人泉州会館の代表理事であります。同法人

と当社との間には、重要な取引その他の関係はありません。

・取締役（監査等委員）中川美佐氏は、関西中央法律事務所所属の弁護士であります。同事務

所と当社は顧問契約を締結しておりますが、その取引額の合計金額は、年１百万円以内と僅

少であります。

・取締役（監査等委員）稲継裕昭氏は、早稲田大学政治経済学術院教授であります。同大学と

当社との間には、重要な取引その他の関係はありません。
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氏　　名 出 席 状 況
発言状況および社外取締役に期待される
役割に関しておこなった職務の概要

取 締 役

 田 俊 夫
取締役会  100％
（10回中10回）

証券業界等で要職を歴任するなど、金融分野にお
ける幅広い知識と深い見識を有しており、経営事
項の決定、業務執行の監督等の側面から指導・助
言をおこなうなど、意思決定の妥当性・適正性を
確保するための適切な役割を果たしております。

取 締 役 （ 監 査 等 委 員 ）

片 岡 和 行

取締役会  100％
（13回中13回）
監査等委員会  100％
（10回中10回）

金融機関で要職を歴任するなど、経営に関する豊
富な経験と地域経済に関する深い見識を有してお
り、経営事項の決定、業務執行の監督等の側面か
ら指導・助言をおこなうなど、意思決定の妥当
性・適正性を確保するための適切な役割を果たし
ております。

取 締 役 （ 監 査 等 委 員 ）

中 川 美 佐

取締役会  100％
（13回中13回）
監査等委員会  100％
（14回中14回）

弁護士の資格を有しており、主に法令遵守、企業
統治の側面から指導・助言をおこなうなど、意思
決定の妥当性・適正性を確保するための適切な役
割を果たしております。

取 締 役 （ 監 査 等 委 員 ）

稲 継 裕 昭

取締役会   85％
（13回中11回）
監査等委員会  79％
（14回中11回）

地方自治に関して豊富な学識経験を有しており、
主に経営事項の決定、業務執行の監督等の側面か
ら指導・助言をおこなうなど、意思決定の妥当
性・適正性を確保するための適切な役割を果たし
ております。

取 締 役 （ 監 査 等 委 員 ）

梅 村 時 博

取締役会  100％
（13回中13回）
監査等委員会  100％
（14回中14回）

一般事業会社においてビジネス経験を有するとと
もに、学識経験や産学官連携の実績も有してお
り、主に経営事項の決定、業務執行の監督等の側
面から指導・助言をおこなうなど、意思決定の妥
当性・適正性を確保するための適切な役割を果た
しております。

ロ. 当事業年度における主な活動状況

（注）１．田俊夫氏につきましては、令和６年６月27日の取締役就任以降の取締役会への出席状況の実績を、

片岡和行氏につきましては、令和６年６月27日の監査等委員である取締役就任以降の監査等委員会への

出席状況の実績を記載しております。

２．上記の取締役会の開催回数のほか、会社法第370条および当社定款第24条の規定に基づき、取締役会

決議があったものとみなす書面決議が２回ありました。
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区 分 報 酬 等 の 額

当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額 28,500千円

当社および子会社が会計監査人に支払うべき金銭その他の財産上の
利益の合計額

28,500

(3) 会計監査人の状況

① 名称　　　　　　　　　　仰星監査法人

② 報酬等の額

（注）１．当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法に基づく監査の

監査報酬等の額を明確に区分しておらず、実質的にも区分できませんので、当事業年度に係る報酬等の

額にはこれらの合計額を記載しております。

２．監査等委員会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況および報酬見積りの算出根

拠等が適切であるかどうかについて必要な検証をおこなったうえで、会計監査人の報酬等の額につい

て、会社法第399条第１項の同意をいたしました。

③ 会計監査人の解任または不再任の決定の方針

監査等委員会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した

場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任または不再任に関する議案の内容を決定いたし

ます。

また、会計監査人が会社法第340条第１項各号に定める項目に該当すると認められる場合

は、監査等委員全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。この場合、監査等委員会

が選定した監査等委員は、解任後最初に招集される株主総会におきまして、会計監査人を解任

した旨およびその理由を報告いたします。
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(4) 剰余金の配当等の決定に関する方針

当社では平成28年６月29日開催の第51回定時株主総会において、剰余金の配当等の決定につい

ては、株主総会の決議とともに取締役会の決議によってもおこなうことができる旨（当社定款第

33条）の決議をいただいておりますが、期末配当金につきましては、定時株主総会の決議により

決定することを原則としております。

当社は、健全な財務体質の維持・向上をはかりながら、株主のみなさまに安定的な利益配分を

年１回継続しておこなうことを基本方針にしており、業績などを総合的に勘案して、適切な期末

配当を実施してまいります。

内部留保資金につきましては、主に新事業分野における新たな製品・サービスの開発と設備投

資に充当し、これらを活用することで業績をさらに向上させ、株主のみなさまのご期待に応えて

まいりたいと考えております。

本事業報告に記載の金額および株式数は、表示単位未満を切り捨てております。

また、比率は表示単位未満を四捨五入しております。
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（令和７年３月31日現在）
（単位：千円）

科 目 金 額 科 目 金 額

（資 産 の 部） （負 債 の 部）

流 動 資 産

現 金 及 び 預 金

受 取 手 形

売 掛 金

商 品 及 び 製 品

仕 掛 品

原 材 料 及 び 貯 蔵 品

未 収 入 金

そ の 他

貸 倒 引 当 金

固 定 資 産

有 形 固 定 資 産

建 物 及 び 構 築 物

機械装置及び運搬具

土 地

リ ー ス 資 産

そ の 他

無 形 固 定 資 産

の れ ん

そ の 他

投 資 そ の 他 の 資 産

投 資 有 価 証 券

長 期 貸 付 金

繰 延 税 金 資 産

保 険 積 立 金

敷 金 及 び 保 証 金

そ の 他

貸 倒 引 当 金
　

7,060,792

4,657,472

778

2,005,719

79,091

26,713

44,630

125,315

131,409

△10,338

7,750,124

5,105,418

2,108,180

19,310

2,781,638

144,559

51,729

669,707

612,127

57,580

1,974,997

698,472

3,186

483,896

342,709

275,801

172,311

△1,380
　

流 動 負 債 2,533,547

買 掛 金 1,104,819

短 期 借 入 金 50,000

一年内返済長期借入金 219,651

リ ー ス 債 務 61,308

未 払 法 人 税 等 147,655

未 払 消 費 税 等 119,954

賞 与 引 当 金 169,867

前 受 金 397,522

そ の 他 262,767

固 定 負 債 4,232,898

長 期 借 入 金 2,733,914

リ ー ス 債 務 102,047

役 員 退 職 慰 労 引 当 金 116,295

退 職 給 付 に 係 る 負 債 1,202,516

そ の 他 78,125

負 債 合 計 6,766,446

（純 資 産 の 部）

株 主 資 本 7,995,148

資 本 金 750,000

資 本 剰 余 金 1,047,847

利 益 剰 余 金 6,714,250

自 己 株 式 △516,950

その他の包括利益累計額 49,322

その他有価証券評価差額金 59,540

退職給付に係る調整累計額 △10,218

非 支 配 株 主 持 分 －

純 資 産 合 計 8,044,470

資 産 合 計 14,810,916 負 債 ・ 純 資 産 合 計 14,810,916

連 結 貸 借 対 照 表

（注）金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。
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連結損益計算書

（令和６年４月１日から
令和７年３月31日まで）

（単位：千円）

科 目 金 額

売 上 高 16,491,468

売 上 原 価 10,225,620

売 上 総 利 益 6,265,848

販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 5,787,750

営 業 利 益 478,097

営 業 外 収 益

受 取 利 息 及 び 配 当 金 14,920

受 取 家 賃 5,400

投 資 有 価 証 券 売 却 益 20,327

為 替 差 益 2,829

そ の 他 14,134 57,612

営 業 外 費 用

支 払 利 息 14,101

投 資 事 業 組 合 運 用 損 19,320

投 資 有 価 証 券 売 却 損 7,559

そ の 他 2,129 43,110

経 常 利 益 492,598

特 別 利 益

固 定 資 産 売 却 益 6,427 6,427

特 別 損 失

固 定 資 産 除 却 損 15 15

税 金 等 調 整 前 当 期 純 利 益 499,011

法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 236,132

法 人 税 等 調 整 額 △12,014 224,118

当 期 純 利 益 274,892

非 支 配 株 主 に 帰 属 す る 当 期 純 利 益 －

親 会 社 株 主 に 帰 属 す る 当 期 純 利 益 274,892

連 結 損 益 計 算 書

（注）金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。
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貸借対照表

（令和７年３月31日現在）
（単位：千円）

科 目 金 額 科 目 金 額
（資 産 の 部） （負 債 の 部）

流 動 資 産

現 金 及 び 預 金

受 取 手 形

売 掛 金

商 品 及 び 製 品

仕 掛 品

原 材 料 及 び 貯 蔵 品

前 払 費 用

未 収 入 金

そ の 他

貸 倒 引 当 金

固 定 資 産

有 形 固 定 資 産

建 物

構 築 物

機 械 及 び 装 置

車 両 運 搬 具

工 具 、 器 具 及 び 備 品

土 地

リ ー ス 資 産

無 形 固 定 資 産

ソ フ ト ウ ェ ア

そ の 他

投 資 そ の 他 の 資 産

投 資 有 価 証 券

関 係 会 社 株 式

出 資 金

長 期 前 払 費 用

繰 延 税 金 資 産

保 険 積 立 金

敷 金 及 び 保 証 金

そ の 他

貸 倒 引 当 金
　

4,848,454

3,355,877

220

1,092,526

35,235

26,713

44,577

124,531

175,186

2,819

△9,232

8,631,221

4,979,218

2,024,735

13,827

16,424

2,731

46,818

2,776,509

98,172

66,939

40,986

25,953

3,585,063

682,203

1,746,413

8,050

132,560

449,710

329,269

230,734

7,500

△1,380
　

流 動 負 債 1,576,271
買 掛 金 334,875
短 期 借 入 金 50,000
一年内返済長期借入金 214,211
リ ー ス 債 務 48,380
未 払 金 103,533
未 払 費 用 78,298
未 払 法 人 税 等 96,327
未 払 消 費 税 等 90,256
前 受 金 373,685
預 り 金 21,940
賞 与 引 当 金 156,701
そ の 他 8,060

固 定 負 債 4,124,112
長 期 借 入 金 2,707,274
リ ー ス 債 務 62,872
退 職 給 付 引 当 金 1,176,518
役 員 退 職 慰 労 引 当 金 106,310
そ の 他 71,136

負 債 合 計 5,700,384
（純 資 産 の 部）
株 主 資 本 7,715,082
資 本 金 750,000
資 本 剰 余 金 1,047,847
資 本 準 備 金 552,095
そ の 他 資 本 剰 余 金 495,752

利 益 剰 余 金 6,434,185
利 益 準 備 金 20,890
そ の 他 利 益 剰 余 金 6,413,294
別 途 積 立 金 5,662,720
繰 越 利 益 剰 余 金 750,574

自 己 株 式 △516,950
評 価 ・ 換 算 差 額 等 64,209

そ の 他 有 価 証 券 評 価 差 額 金 64,209

純 資 産 合 計 7,779,292
資 産 合 計 13,479,676 負 債 ・ 純 資 産 合 計 13,479,676

貸　借　対　照　表

（注）金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。
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損益計算書

（令和６年４月１日から
令和７年３月31日まで）

（単位：千円）

科 目 金 額

売 上 高 8,690,815

売 上 原 価 2,798,406

売 上 総 利 益 5,892,409

販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 5,440,837

営 業 利 益 451,571

営 業 外 収 益

受 取 利 息 及 び 配 当 金 14,908

有 価 証 券 利 息 1,050

受 取 家 賃 7,803

投 資 有 価 証 券 売 却 益 20,235

為 替 差 益 2,829

そ の 他 18,051 64,877

営 業 外 費 用

支 払 利 息 13,901

投 資 事 業 組 合 運 用 損 19,085

投 資 有 価 証 券 売 却 損 6,926

そ の 他 2,105 42,018

経 常 利 益 474,430

特 別 利 益

固 定 資 産 売 却 益 5,924 5,924

特 別 損 失

固 定 資 産 除 却 損 15 15

税 引 前 当 期 純 利 益 480,339

法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 181,235

法 人 税 等 調 整 額 △5,797 175,438

当 期 純 利 益 304,900

損　益　計　算　書

（注）金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。

－ 26 －



2025/05/28 10:36:09 / 24182076_株式会社サイネックス_招集通知_アクセス通知用

連結計算書類に係る会計監査報告

指 定 社 員
業 務 執 行 社 員

公認会計士 里 見 　 優
指 定 社 員
業 務 執 行 社 員

公認会計士 池 上 由 香

独立監査人の監査報告書
令和７年５月16日

株式会社サイネックス

取締役会　御中

仰 星 監 査 法 人

大 阪 事 務 所

　監査意見
当監査法人は、会社法第444条第４項の規定に基づき、株式会社サイネックスの令和６年４月１日から令

和７年３月31日までの連結会計年度の連結計算書類、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株
主資本等変動計算書及び連結注記表について監査を行った。
当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準

拠して、株式会社サイネックス及び連結子会社からなる企業集団の当該連結計算書類に係る期間の財産及び
損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の

基準における当監査法人の責任は、「連結計算書類の監査における監査人の責任」に記載されている。当監
査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、
監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切
な監査証拠を入手したと判断している。

その他の記載内容
その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し

開示することにある。また、監査等委員会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用にお
ける取締役の職務の執行を監視することにある。
当監査法人の連結計算書類に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人

はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
連結計算書類の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、そ

の他の記載内容と連結計算書類又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか
検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注
意を払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その

事実を報告することが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

連結計算書類に対する経営者及び監査等委員会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結計算書類を

作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結計算書類を作
成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

連結計算書類に係る会計監査報告
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連結計算書類に係る会計監査報告

連結計算書類を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結計算書類を作成することが適
切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企
業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することに

ある。

連結計算書類の監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結計算書類に不正又は誤謬による重

要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結計算書
類に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又
は集計すると、連結計算書類の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があ
ると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業

的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・  不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応し
た監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基
礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・  連結計算書類の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人
は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統
制を検討する。

・  経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積り
の合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・  経営者が継続企業を前提として連結計算書類を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監
査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性
が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報
告書において連結計算書類の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結計算書類
の注記事項が適切でない場合は、連結計算書類に対して除外事項付意見を表明することが求められてい
る。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況によ
り、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・  連結計算書類の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準
拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結計算書類の表示、構成及び内容、並びに連
結計算書類が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

・  連結計算書類に対する意見表明の基礎となる、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な
監査証拠を入手するために、連結計算書類の監査を計画し実施する。監査人は、連結計算書類の監査に関
する指揮、監督及び査閲に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。
監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部

統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について
報告を行う。
監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこ

と、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応
策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合
はその内容について報告を行う。

利害関係
会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利

害関係はない。

以　上
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計算書類に係る会計監査報告

指 定 社 員
業 務 執 行 社 員

公認会計士 里 見 　 優
指 定 社 員
業 務 執 行 社 員

公認会計士 池 上 由 香

独立監査人の監査報告書
令和７年５月16日

株式会社サイネックス

取締役会　御中

仰 星 監 査 法 人

大 阪 事 務 所

　監査意見
当監査法人は、会社法第436条第２項第１号の規定に基づき、株式会社サイネックスの令和６年４月１日

から令和７年３月31日までの第60期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等
変動計算書及び個別注記表並びにその附属明細書（以下「計算書類等」という。）について監査を行った。
当監査法人は、上記の計算書類等が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠

して、当該計算書類等に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているも
のと認める。

監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の

基準における当監査法人の責任は、「計算書類等の監査における監査人の責任」に記載されている。当監査
法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのそ
の他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手
したと判断している。

その他の記載内容
その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し

開示することにある。また、監査等委員会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用にお
ける取締役の職務の執行を監視することにある。
当監査法人の計算書類等に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人は

その他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
計算書類等の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その

他の記載内容と計算書類等又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討
すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を
払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その

事実を報告することが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

計算書類等に対する経営者及び監査等委員会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算書類等を作

成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計算書類等を作成し
適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

計算書類に係る会計監査報告
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計算書類に係る会計監査報告

計算書類等を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき計算書類等を作成することが適切で
あるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に
関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することに

ある。

計算書類等の監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての計算書類等に不正又は誤謬による重要

な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から計算書類等に
対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集
計すると、計算書類等の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判
断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業

的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・  不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応し
た監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基
礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・  計算書類等の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人
は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統
制を検討する。

・  経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積り
の合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・  経営者が継続企業を前提として計算書類等を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査
証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が
認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告
書において計算書類等の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する計算書類等の注記
事項が適切でない場合は、計算書類等に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人
の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継
続企業として存続できなくなる可能性がある。

・  計算書類等の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠
しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた計算書類等の表示、構成及び内容、並びに計算書
類等が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部

統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について
報告を行う。
監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこ

と、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応
策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合
はその内容について報告を行う。

利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　上
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監査等委員会の監査報告

監　査　報　告　書

当監査等委員会は、令和６年４月１日から令和７年３月31日までの第60期事業年度における

取締役の職務の執行を監査いたしました。その方法及び結果について以下のとおり報告いたし

ます。

１. 監査の方法及びその内容

監査等委員会は、会社法第399条の13第１項第１号ロ及びハに掲げる事項に関する取締役

会決議の内容並びに当該決議に基づき整備されている体制（内部統制システム）について

取締役及び使用人等からその構築及び運用の状況について定期的に報告を受け、必要に応

じて説明を求め、意見を表明するとともに、下記の方法で監査を実施いたしました。

①　監査等委員会が定めた監査の方針、職務の分担等に従い、会社の内部統制部門と連携

の上、重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行に関する事項の報

告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社及び主要な事業

所において業務及び財産の状況を調査いたしました。また、子会社については、子会社

の取締役及び監査役等と意思疎通及び情報の交換を図り、必要に応じて子会社から事業

の報告を受けました。

②　会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検

証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じ

て説明を求めました。また、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保

するための体制」（会社計算規則第131条各号に掲げる事項）を「監査に関する品質管理

基準」（企業会計審議会）等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明

を求めました。

以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書、計算書類（貸

借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表）及びその附属明細書並び

に連結計算書類（連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結

注記表）について検討いたしました。

監査等委員会の監査報告
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監査等委員会の監査報告

２. 監査の結果

(1) 事業報告等の監査結果

①　事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示してい

るものと認めます。

②　取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実

は認められません。

③　内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認めます。また、当該

内部統制システムに関する事業報告の記載内容及び取締役の職務の執行についても、指

摘すべき事項は認められません。

(2) 計算書類及びその附属明細書の監査結果

　　会計監査人仰星監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

(3) 連結計算書類の監査結果

　　会計監査人仰星監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

令和７年５月19日

株式会社サイネックス　監査等委員会

監査等委員・常勤 片 岡 和 行 ㊞

監 査 等 委 員 中 川 美 佐 ㊞

監 査 等 委 員 稲 継 裕 昭 ㊞

監 査 等 委 員 梅 村 時 博 ㊞
　
 （注）監査等委員４名全員は、会社法第２条第15号及び第331条第６項に規定する社外取締役で

あります。
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剰余金処分議案、定款一部変更の件、取締役（監査等委員である取締役を除く）選任議案

繰越利益剰余金 200,000,000円

別途積立金 200,000,000円

株主総会参考書類

第１号議案 剰余金処分の件

剰余金処分につきましては、以下のとおりといたしたいと存じます。

１. 期末配当に関する事項

配当につきましては、将来の事業展開と経営体質の強化のために必要な内部留保を確保しつつ、

安定かつ継続して実施していくことを基本方針としております。第60期の期末配当は、当社基本方

針に基づき、当事業年度の業績ならびに今後の事業展開等を勘案いたしまして、以下のとおりとい

たしたいと存じます。

（１）配当財産の種類

金銭といたします。

（２）配当財産の割当てに関する事項およびその総額

当社普通株式１株につき金15円といたしたいと存じます。

なお、この場合の配当総額は84,119,745円となります。

（３）剰余金の配当が効力を生じる日

令和７年６月30日といたしたいと存じます。

２. その他の剰余金の処分に関する事項

内部留保につきましては、将来の積極的な事業展開に備えるとともに、経営体質の強化をはかる

ため、以下のとおりといたしたいと存じます。

（１）減少する剰余金の項目とその額

（２）増加する剰余金の項目とその額

第２号議案　定款一部変更の件

１．提案の理由

当社事業の現状に即し、事業内容の明確化をはかるとともに、事業内容の多様化に対応するた

め、現行定款第２条（目的）につきまして事業目的を追加するものであります。

また、事業目的の追加に伴い、号数を繰り下げるものであります。

２．変更の内容

変更の内容は、次のとおりであります。
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剰余金処分議案、定款一部変更の件、取締役（監査等委員である取締役を除く）選任議案

現 行 定 款 変 更 案

（目的） （目的）

第２条　当会社は、次の事業を営むことを目的とす

る。

第２条　（現行どおり）

（1）～（30）　（条文省略） （1）～（30）　（現行どおり）

（新設） （31）システム開発業

（新設） （32）教育訓練事業

（31）　（条文省略） （33）　（現行どおり）

（下線部分は変更箇所を示しております。）

第３号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。）６名選任の件

取締役（監査等委員である取締役を除く。以下、本議案において同じ。）全員（６名）は、本総会

終結の時をもって任期満了となります。つきましては、取締役６名の選任をお願いいたしたいと存じ

ます。

なお、本議案に関しましては、当社の監査等委員会は、全ての取締役候補者について適任であると

判断しております。

取締役候補者は、次のとおりであります。
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剰余金処分議案、定款一部変更の件、取締役（監査等委員である取締役を除く）選任議案

候補者
番 号

ふ        り      が        な

氏              名

（ 生 年 月 日 ）

略 歴 、 当 社 に お け る 地 位 お よ び 担 当
（ 重 要 な 兼 職 の 状 況 ）

所有する当社
の 株 式 の 数

１

むら

村

 

　

 

　
た

田

 

　

 

　
よし

吉

 

　

 

　
まさ

優

（昭和25年８月11日）

昭和53年10月 当社入社

昭和56年８月 当社取締役

平成２年６月 当社代表取締役副社長

平成９年３月 当社代表取締役社長（現任）

485,560株

〔重要な兼職の状況〕

株式会社サイネックス・ネットワーク代表取締役会長兼社長

株式会社エルネット代表取締役会長

株式会社ベック代表取締役会長

株式会社マルヤマ歯科商店代表取締役会長

株式会社ナイン取締役会長

株式会社富士総研代表取締役

株式会社富士教育創研代表取締役

（取締役候補者とした理由）

候補者は、代表取締役社長として20数年以上にわたり、当社の経営の指揮を執り、強いリーダーシッ

プで企業価値向上に貢献しております。当社は、候補者が当社グループの地方創生への貢献という経

営理念実現のため官民協働事業やデジタルシフトを推進し、候補者の経営に関する豊富な経験と見識

が当社の経営に活かせるものと判断し、引き続き取締役として選任をお願いするものであります。

２

うん

雲

 

　
りん

林

 

　
いん

院

 

　

 

　
ひで

英

 

　

 

　
ゆき

幸

（昭和33年10月25日）

昭和61年９月 当社入社

平成23年４月 当社営業統括本部関西支社関西営業部長

平成27年１月 当社営業統括本部西日本営業本部副本部長

兼関西営業部長

平成28年１月 当社営業統括本部西日本営業本部長代行副

本部長兼関西営業部長

平成28年４月 当社執行役員

平成30年１月 当社営業統括本部西日本営業本部長（現任）

平成30年６月 当社取締役（現任）

令和２年４月 当社常務執行役員（現任）

令和３年１月 当社営業統括本部長（現任）

15,900株

（取締役候補者とした理由）

候補者は、営業・販売部門において、幅広い業務執行経験を有しております。当社は、候補者がその

経歴を通じて培った経験と見識が当社の経営に活かせるものと判断し、引き続き取締役として選任を

お願いするものであります。
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剰余金処分議案、定款一部変更の件、取締役（監査等委員である取締役を除く）選任議案

候補者
番 号

ふ        り       が        な

氏              名

（ 生 年 月 日 ）

略 歴 、 当 社 に お け る 地 位 お よ び 担 当
（ 重 要 な 兼 職 の 状 況 ）

所有する当社
の 株 式 の 数

３

いな

稲

 

　

 

　
さわ

澤

 

　

 

　
かず

和

 

　

 

　
よし

宜

（昭和40年６月15日）

昭和62年３月 当社入社

平成18年４月 当社営業本部東京営業部長

平成20年４月 当社関東支社長兼関東営業部長

平成24年４月 当社営業統括本部関東営業本部長兼首都圏

営業部長

平成27年１月 当社営業統括本部東日本営業本部長代行副

本部長

平成31年４月 当社執行役員

令和２年４月 当社営業統括本部東日本営業本部長（現

任）

令和４年４月 当社常務執行役員（現任）

令和４年６月 当社取締役（現任）

6,900株

（取締役候補者とした理由）

候補者は、営業・販売部門において、幅広い業務執行経験を有しております。当社は、候補者がその

経歴を通じて培った経験と見識が当社の経営に活かせるものと判断し、引き続き取締役として選任を

お願いするものであります。

４

ふき

吹　
の

ノ　
と

戸

 

　

 

　

 

　

 

　
ただし

忠

（昭和35年５月11日）

平成15年10月 当社入社

平成25年４月 当社企画開発本部官民協働事業推進部長

平成29年４月 当社企画開発本部地方創生協働事業部長

平成31年４月 当社執行役員企画開発本部副本部長

令和２年４月 当社企画開発本部長（現任）

令和４年４月 当社常務執行役員企画開発本部新領域開発

室長（現任）

令和４年６月 当社取締役（現任）

4,800株

（取締役候補者とした理由）

候補者は、企画開発部門において、官民協働事業、地方創生支援事業等幅広い業務執行経験を有して

おります。当社は、候補者がその経歴を通じて培った経験と見識が当社の経営に活かせるものと判断

し、引き続き取締役として選任をお願いするものであります。
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剰余金処分議案、定款一部変更の件、取締役（監査等委員である取締役を除く）選任議案

候補者
番 号

ふ        り       が        な

氏              名

（ 生 年 月 日 ）

略 歴 、 当 社 に お け る 地 位 お よ び 担 当
（ 重 要 な 兼 職 の 状 況 ）

所有する当社
の 株 式 の 数

５

く

久

 

　

 

　
ぼ

保

 

　

 

　
ひろ

博

 

　

 

　
のぶ

信

（昭和41年４月５日）

平成13年２月 当社入社

平成28年４月 当社営業統括本部地域イノベーション事業

本部地域活性化事業推進部長

平成29年４月 当社企画開発本部地方創生協働事業部長

（大阪）

平成30年９月 当社営業統括本部ＩＣＴ事業部長

平成31年４月 当社企画開発本部副本部長兼ＩＣＴ事業推

進部長

令和２年４月 当社営業統括本部ＩＣＴ事業推進本部副本

部長兼ＩＣＴ事業推進部長

令和３年４月 当社執行役員営業統括本部ＩＣＴ事業推進

本部長（現任）

令和６年６月 当社取締役（現任）

令和７年４月 当社営業統括本部ＩＣＴ事業推進本部ＤＸ

推進営業部長（現任）

7,300株

（取締役候補者とした理由）

候補者は、官民協働によるＩＣＴ事業やＷＥＢ・ソリューションサービスの領域において、新規事業

の立ち上げや事業化等、幅広い業務執行経験を有しております。当社は、候補者がその経歴を通じて

培った経験と見識が当社の経営に活かせるものと判断し、引き続き取締役として選任をお願いするも

のであります。
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剰余金処分議案、定款一部変更の件、取締役（監査等委員である取締役を除く）選任議案

候補者
番 号

ふ        り       が        な

氏              名
（ 生 年 月 日 ）

略 歴 、 当 社 に お け る 地 位 お よ び 担 当
（ 重 要 な 兼 職 の 状 況 ）

所有する当社
の 株 式 の 数

６

ひろ



 

　

 

　
た

田

 

　

 

　
とし

俊

 

　

 

　
お

夫

（昭和32年４月21日）

昭和56年４月 野村證券株式会社入社

平成15年４月 同社取締役大阪支店長

平成19年４月 野村ホールディングス株式会社常務執行役

平成21年４月 野村證券株式会社常務執行役員大阪駐在

平成23年６月 株式会社野村総合研究所常勤監査役

平成26年６月 同社常務執行役員

平成27年５月 みずほ証券株式会社常務執行役員

平成29年４月 同社専務取締役兼専務執行役員

株式会社みずほフィナンシャルグループ常

務執行役員

令和元年８月 株式会社ＳＢＩ証券代表取締役副社長

令和３年４月 ＳＢＩインベストメント株式会社取締役

令和３年６月 株式会社ＳＢＩ証券取締役副会長

令和５年９月 ベイビュー・アセット・マネジメント株式

会社常勤顧問

令和６年４月 同社取締役会長（現任）

令和６年６月 当社社外取締役（現任）

〔重要な兼職の状況〕

ベイビュー・アセット・マネジメント株式会社取締役会長

なし

（社外取締役候補者とした理由および期待される役割の概要）

田俊夫氏を社外取締役候補者とした理由は、証券業界等で要職を歴任するなど、金融分野における

幅広い知識と深い見識を有しているためであり、当社の経営事項の決定、業務執行の監督等企業経営

全般にわたって十分な役割を果たしていただけるものと判断して、引き続き社外取締役として選任を

お願いするものであります。

なお、候補者が現在取締役会長を務めるベイビュー・アセット・マネジメント株式会社と当社は、金

融商品、資産運用の取引がありますが、同社と当社の取引額は、当社の連結売上高の１％未満と些少

であり、重要な取引関係その他の関係はありません。同氏が在籍した野村證券株式会社、みずほ証券

株式会社にはそれぞれ証券口座を有しており、政策保有株式等の預入口座として取引しております。
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剰余金処分議案、定款一部変更の件、取締役（監査等委員である取締役を除く）選任議案

（注）１.各候補者と当社との間に特別の利害関係はありません。

２. 社外取締役候補者に関する特記事項は次のとおりであります。

（1）田俊夫氏は社外取締役候補者であります。

（2）田俊夫氏は、現在当社の社外取締役でありますが、田俊夫氏の在任期間は、本総会終結の時を

もって１年となります。

（3）当社は田俊夫氏を、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、届け出ております。

同氏の再任が承認された場合には、引き続き独立役員とする予定であります。

（4）当社は、田俊夫氏との間で、会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１項の損害賠

償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、会社法第

425条第１項各号に定める金額の合計額であり、同氏の再任が承認された場合には、当該契約を継続

する予定であります。

（5）田俊夫氏が株式会社ＳＢＩ証券代表取締役副社長、取締役副会長として在任中の令和２年12月か

ら令和３年９月、同社は、証券取引等監視委員会から、取引所金融商品市場における上場金融商品の

相場を変動等させることにより実勢を反映しない作為的なものとなることを知りながら、当該上場金

融商品に係る買付けの受託等をする行為をおこなったと認められ、令和５年12月に、内閣総理大臣お

よび金融庁長官に対して、金融庁設置法第20条第１項の規定に基づき、行政処分をおこなうよう勧

告、金融庁がそれを受けて令和６年１月、業務停止命令、業務改善命令をおこなっております。

３. 当社は、現任の取締役との間で会社法第430条の２第１項に規定する補償契約を締結しております。

当該補償契約の内容の概要は、事業報告の「２．会社の現況（2）会社役員の状況③補償契約の内容

の概要等」に記載のとおりです。現任の取締役である候補者の再任が承認された場合は、当該契約を

継続する予定であります。

４. 当社は、保険会社との間で会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を締結して

おり、当該保険契約の内容の概要は、事業報告の「２．会社の現況（2）会社役員の状況④役員等賠

償責任保険契約の内容の概要等」に記載のとおりです。各候補者が取締役に選任され就任した場合

は、当該保険契約の被保険者となります。また、当該保険契約は次回更新時においても同内容での更

新を予定しております。

以　上
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地図

株主総会会場ご案内図

三重県松阪市駅部田町101番地

当社第二本社（制作本部）会議室

電話　0598－26－1521（代表）

松阪I.C

伊
勢
自
動
車
道

GSコスモ

松阪中央総合病院

Ｎ

パワーセンター

幸小学校

至 津

至 大阪
　 名古屋

桑名三重
信用金庫

阪内川

三十三銀行

桑名三重
信用金庫

国
道
１
６
６
号
線

国
道
２
３
号
線

松
阪
駅

三十三銀行

県
道
756
号
線

国道166号線
県道160号線

至 伊勢

至 伊勢 至 伊勢

国
道
166号

線

至 

尾
鷲

駅部田
バス停

サイネックス

制作本部

駅部田
バス停

《交通のご案内》

近鉄山田線・ＪＲ紀勢本線松阪駅下車

三重交通バス松阪駅前乗場③番「パークタウン学園前」行き、または④番「大石」

「ＶＩＳＯＮ（ヴィソン）」行きにて約10分「駅部田」下車徒歩約３分

※駐車場の用意はいたしておりませんので、お車でのご来場はご遠慮下さいま

すようお願い申し上げます。


